


【国保】 
 

L-5 全身麻酔の硬膜外併施加算（頚・胸部）（腎臓や副腎の手術時） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、腎臓や副腎の手術時に対して、全身麻酔の硬膜外併施加算

（頚・胸部）は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 支配神経が異なる。 

 


